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政治におけるアカウンタビリティ

――代表，責任，熟議デモクラシー――

山 岡 龍 一

1. 問 題 設 定

アカウンタビリティ」という概念は，我々の

日常語（といってもかなり専門用語的な）となり

つつある。しかしながらこの概念の捉えがたさは，

この概念を日本語で使用する際，英語の

accountabilityのカタカナ表記が採用されること

が多いことからも容易に察することができよう。

たしかに「説明責任」「答責性」などの訳語は，

この概念の重要な側面を捉えている。だが，こう

した言葉がこの概念によって示されるべきことが

らを必ずしも正確に表さないことは，おそらくこ

の概念を意図的に使用する者なら共通に感じられ

ることであろう。アカウンタビリティという概念

を使用する文脈は，数多考えることができる。こ

の概念を使用することが，他の概念，なかでもよ

り一般的な概念である「責任」の概念を使用する

より，何らかの意味で便益があると思われる際，

この概念はあえて使用されるはずである。さて，

我々にとって問題となるのは，政治に関する言説

において，この概念が使用されることの意味であ

る。ではそれは，より特殊的にはどのような文脈

において使用されているのだろうか。

政治的な概念一般にみられる特徴として，それ

が記述的なものであっても，同時に何らかの意味

で規範的な意味を帯びることがあげられる。これ

は，その概念を使用する者がこの区別をどれほど

意識的に立てようとしても，逃れることのできな

い性質だといえよう。その最大の理由として，政

治概念のほとんどが日常的な言語を，そのままと

はいわないまでも，使用せざるをえないという事

実がある。「せざるをえない」というのは，そう

ではない，つまり，完全に人工的なシンボルのみ

を使用すると，政治現象に関する有意味な説明が

ほとんど不可能になるからである。「アカウンタ

ビリティ」という言葉は，日本語を普段使用する

者にとってまだ日常語とまではいえないが，それ

が日常語としての特性を帯びていることは，その

使用者にとって当然のことであろう。

記述的-規範的 という問題に関してこの概

念の使用目的を考えるなら，「アカウンタビリテ

ィ」の有無をめぐる説明は，何らかの記述的な意

味を表象すると同時に，一種の価値判断を含むこ

とが想定できる。「アカウンタビリティ」の有る

政治は，無い政治よりも望ましいものである，と

いうのが，その価値判断だといえよう。注意すべ

きはこれが，「アカウンタビリティ」という概念

に，何らかの価値が普遍的なかたちで内蔵されて

いる，という主張を意味するわけではない，とい

うことである。むしろ，「アカウンタビリティ」

という日常語は，ある種の文化（それは西洋にお

ける政治，なかでもデモクラシーの文化と深く結

びついている）を背景として，歴史的に負荷され

た価値を帯びている，と理解すべきであろう。政

治思想史的に見るなら，この問題は「責任ある統

治（responsible government）」をめぐる言説の

歴史のなかに位置づけられる。これは，望ましい

統治の在り方の一種として，提示されてきた観念

である。この観念と「デモクラシー」の観念との

結びつきが，必然でないことはたしかである。王

政であっても，責任ある統治は可能である。した

がって アカウンタビリティのある政治>とは，

責任ある統治のより民主政的なバージョンだと考
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えることもできる。そしてそれは，現代という文

脈においては，代表制デモクラシーと深く結びつ

いていると想定できよう。

こうした想定を正当化する一例として，現代政

治学における代表的なアカウンタビリティ論をみ

てみよう。この問題に関する重要文献の１つ，プ

シェヴォスキ，ストークス，マナン編『デモクラ

シー，アカウンタビリティ，代表』の序文に，次

のような記述がある。

もし市民が，自らを代表している政府（repre-

sentative governments）を代表していない政府

から明確に区別することができ，さらには務め

をよく果たしている現職者をその職務に留め置

き，そうでない者から職務を取り上げるという

仕方で，政府に対して適切にサンクションを与

えることができるのなら，その場合政府は

accountable”である。このように「アカウン

タビリティのメカニズム」とは，公職者の行為

の結果（それにはそうした行為に関する説明も

含まれる）から市民によるサンクションにまで

至る領域を指し示している⑴。

この記述が示すように，アカウンタビリティ論

は代表制統治（representative government）の

概念と深く結びついており，特にこの定義では，

選挙との関連においてアカウンタビリティは理解

されている。本稿はこの定義を出発点としたい。

理論的に注目したいのが「代表」の概念と，「結

果」と「サンクション」の概念である。ここでは，

主として「代表」の概念の理論的な分析を通じて，

アカウンタビリティ概念の批判的な理解を深めて

いくつもりである。その上で，「結果」と「サン

クション」の問題を「責任ある統治」の理念を通

じて若干の論点を提示し，最後に，熟議デモクラ

シーの理論にアカウンタビリティ論の観点から検

討を加えたい。こうすることで，政治理論の言語

のなかでアカウンタビリティの概念が果たす役割

について，我々の理解を深めることが本稿の目的

である。

2. 代表」の理論Ⅰ：H.ピトキン

代表」の理論の検討から議論を始めることに

は，あきらかな利点がある。なぜなら，アカウン

タビリティとは違って，代表の概念に関しては，

詳細で総合的な理論的検討の先行研究が存在して

おり，さらには代表の概念は上に示したとおりア

カウンタビリティの概念と深く結びついているた

め，代表の政治理論を検討することでアカウンタ

ビリティ概念に批判的にアプローチする道が開け

るからである。そうした先行研究のなかで代表的

なものがピトキンの『代表の概念』である⑵。こ

の著作は代表の概念を包括的かつ批判的に扱った

ものであり，representative artといった概念を

も含む representationの様々な意味を網羅的に

検討しながら，政治学における代表概念の用例を

徹底的に検討したうえで，「政治的な代表」の適

切な概念を提示せんとする意欲的な試みである。

この研究が現在でもその意義を失っていないこと

の証左は，ほかならぬプシェヴォスキが「代表」

について論じるとき，参照しているのがこの文献

であることに求めることができる⑶。

『代表の概念』のなかでアカウンタビリティ概

念は，代表の「形式的見解（formalistic views）」

を論じる際，明示的に登場する。ピトキンは代表

という単一の概念に含まれる種々の要素を，さま

ざまな文脈における用法を合理的に再構成するこ

とで，総合的な理解を目指している。代表概念を

分析する一つの
﹅﹅﹅

視角が，この形式的見解というモ

デルである。ここでまず検討されているのが，ホ

ッブズの社会契約論に代表される「権威付け

（authorization）」理論である⑷。『リヴァイアサ

ン』第16章において展開されたホッブズの代表

論は，代表者を被代表者によって権威付けられた

ものとして理解するものであり，代表について論

じた，西洋の政治思想史のなかで最も精緻な哲学

的議論である。周知のようにホッブズの社会契約

論は，主権者の成立を自然状態にいる人々の自然

権の放棄という授権行為に求めるものであり，そ

の結果主権者は臣民に対して何らの義務も負わな

いが，臣民は主権者の命令に対して服従する義務
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があるとする理論である。これによってホッブズ

は主権の絶対性と，その主権を具現化する近代国

家の権威の至高性を示そうとしたのだが，その代

表理論としての特徴は，代表者に対する被代表者

の無条件的な義務の存在を理論的に説明したこと，

そして，現実に権力を実効的に行使している者の

みが，代表者であるとみなされること（17世紀

イングランドの文脈においてホッブズの理論は

デ・ファクト理論の一種として理解することがで

きる）を示したことに求められる。つまりホッブ

ズによれば，何らかのかたちで選ばれたという事

実が，代表者を代表たらしめるのではない。そし

て，もし代表者の行為が被代表者に対して一方的

な拘束力を持たないとすれば，それはもはや代表

者ではない。

もしこの見方のみが代表の概念だとすれば，そ

こにはアカウンタビリティの余地はまったくない

ことになる。しかしながら権威付け理論は，代表

の形式的見解における一方の極に据えられている。

そしてその対極に位置づけられるものとして，ピ

トキンはアカウンタビリティを説明するのである。

興味深いことにピトキンは アカウンタビリティ

としての代表>という考え方が，さまざまな代表

論に散見できるが，それを理論的に洗練化した例

はないという⑸。そしてピトキンは次のように定

義する。「アカウンタビリティ理論を支持する

人々にとって，代表者というのは自らがなすこと

に関して他者に説明する責任を負い，回答をしな

ければならない人のことを指す。こうした説明を

最終的に与えなければならない人もしくは人々を，

代表者は代表しているのである」⑹。代表者をこ

のように理解することでアカウンタビリティ理論

家は，代表者＝統治者に何らかのコントロールを

科すことを目指している。つまり，被治者の必要

や主張に応答し，その地位にふさわしい義務を守

るようにさせたいのである。だが，ピトキンによ

れば，例えば真正の選挙が適度の頻度でなされる，

といった要件を掲げるとしても，アカウンタビリ

ティ理論が提示する代表の見解は，結局形式的な

ものにすぎないため，これのみでは代表者がどの

ような存在であり，どのような行為をすれば本当

に代表であるといえるのか，といった実質的な見

解は明らかにならない。そして，選挙による再選

可能性は，たしかに何らかの制約を統治者に科す

かもしれないが，それは何らかの行為を保証する

ものではない⑺。したがって我々は代表に関する

実質的な見解を検討する必要がある。

代表に関する実質的な内容（substantive con-

tent）について，ピトキンは２つの論点からアプ

ローチする。「反映する（standing for）」という

意味と，「代行する（acting for）」という意味で

ある。 反映としての代表>に関しては，さらに

「記述的代表（descriptive representation）」と

「象徴的代表（symbolic representation）」の２

種類に分けられている。ここではアカウンタビリ

ティと関連付けられる限りで，その議論をまとめ

てみたい。記述的代表の理論は 代表するもの>

と 代表されるもの>のあいだに何らかの対応関

係があることを求める立場であり，例えば比例代

表の主張がその一種だといえる。 代表するもの>

の性質が 代表されるもの>の性質を正確に反映

する場合，それはよい代表である，という考えは，

たしかに代表の概念の一要素だといえよう。だが，

反映や類似という議論は，どの点がどの程度まで，

という論点がはっきりしなければ有効ではない。

地図は世界を映し出すものであるが，有用な地図

とは必ずしも世界をそのまま写した映像ではない。

結局，記述的な代表の評価は， 何のための代表

か>という目的によって定まる⑻。政治もしくは

統治という目的のために，どのような反映がよい

のかというのは極めて論争的である。代表者＝政

治家集団が，国民の完璧なレプリカであるのがよ

いのか。典型的な人間をサンプルとして集めたも

のが，理想的な代表者集団なのか。政治における

「記述的代表」の機能としてピトキンが確実だと

認めているのは，統治への情報提供という機能で

ある⑼。ピトキンによれば「記述的代表の見解に

は，アカウンタビリティとしての代表が占める余

地はない」。「記述的代表」が問題にするのは代

表者の性質である。どのような性質をもっている

かというのは，代表を考慮する上で重要なことで

あるが，この論点はアカウンタビリティとは関係

しない。アカウンタビリティは代表者の行為に関

する論点である。

象徴的代表」によってピトキンが論じている

のは，端的にいえばカリスマ的指導者の問題であ

る。「記述的代表」は 代表者>と 被代表者>

の対応関係を，前者が後者を反映する点に求めた
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が，「象徴的代表」においては，同じく対応関係

が問題とされるが，それは客観的な類似性の問題

ではない。ここでは象徴が作り出す
﹅﹅﹅﹅

関係性が問題

となっており，特に感情的な紐帯の形成が論点と

なる 。「象徴的代表」の観点によれば真の代表

とはカリスマであり，忠誠心や満足感を国民のあ

いだに作り出すことができる「効果的なリーダー

シップ」をもつ指導者こそが理想の代表者とされ

る。当然ファシズムが問題となる 。アカウンタ

ビリティ論においては，選挙が重要な論点となっ

ているが，カリスマ的指導者による効果的な選挙

がファシズム政権を生み出すような場合は「象徴

的代表」の実現であっても，アカウンタビリティ

の実現とは想定されないであろう。これが，アカ

ウンタビリティ論者にとって，問題なのは単に選

挙がなされることではなく，真正の
﹅﹅﹅

選挙がなされ

ることが必要だと想定される理由である。ここに

はトートロジーの危険があることに注意しよう。

真正の選挙がなされることがアカウンタビリティ

を保障するという場合，その「真正さ」はアカウ

ンタビリティの有る統治を生み出すとされる選挙

という概念から引き出される可能性がある。

代表者の行為を問題にする「代行としての代

表」という見解は，「反映としての代表」以上に

アカウンタビリティと結びついている。 代表に

相応しい行為をしたかどうか>の説明こそ，アカ

ウンタビリティの中核的な要素だからである。と

はいえ，アカウンタビリティの概念から何が適切

な「代行としての代表」であるかを演繹すること

はできない。 アカウンタビリティが果たされる

とすれば，どのような行為をすることが適切にな

るのか>という仮想的な議論が，考察の手助けに

なることはありうる 。だが，ピトキン自身も認

めているように，この「代行としての代表」とい

う見解は， 代表する>という行為
﹅﹅

を指し示して

いるがゆえに，「理論的な定式化」が非常に困難

なものである 。実際，このテーマを扱う箇所は

『代表の概念』のなかで最も議論が錯綜している

ところであり，最も議論が成功していない箇所だ

ということができる（この点は，後に見るバーチ

のピトキン批判が最も当てはまるところだと思わ

れる）。

問題は，代表者の適切な行為ということに関す

る我々の一般的な見解には，行為の自由裁量と制

限といった，対極的といえる要素が混在しており，

容易な定式化を許さない点にある。これは，アリ

ストテレス主義者であれば，「中間」の説を利用

してはじめて，説明を与えることのできる問題だ

と判断するようなことがらだといえよう。ピトキ

ンの解決法もややアリストテレス流である。彼女

は「代行としての代表」に関する言説に現れるさ

まざまなアナロジーを列挙する。つまり，⑴

actor, factor, agent, ⑵ trustee, guardian, ⑶

deputy,attorney,lieutenant,vicar, ⑷ delegate,

ambassador, ⑸ specialistといった観念を手が

かりに「代行としての代表」（ここにおいて，こ

の日本語訳にかなりの限界があることがおわかり

であろう）の多彩なる意味を万華鏡のごとく説明

している。こうした説明は代表に関する我々の理

解を豊かにはするが，必ずしも整理を促すもので

はない。こうした多彩な観念は，各々にまた多様

な意味を内包しており，理論による一般的定式化

はほとんど不可能になる。例えば，代表者を一種

の専門家とみなす見解は，ピトキンの説明によれ

ば，アカウンタビリティの概念と最も遠い類型で

あるかのように思える。ピトキンの提出している

例は医者と患者の関係であり，専門家である医者

は患者の見解や願望によってその行為を制約され

るべきではない，という論旨が主張されている 。

だが，最近の事例が示すように，医者は患者の見

解や願望を考慮にいれて医療行為をすべきであり，

インフォームド・コンセントとともにアカウンタ

ビリティを専門家である医者の義務と考える傾向

が，現在強くなってきている 。このように，こ

うした行為の意味は，時代や文化の違いによって

その意味内容が揺れるものであり，理論的な定式

化になじみにくい。

こうした困難を自覚しながら，ピトキンは

“mandate-independence controversy”というデ

ィレンマを解決するという試みのなかで，自らの

代表理論を提示している 。代表，とりわけ「代

行としての代表」という概念を途方もなく複雑な

ものとしている理由の１つとして，それが 代表

者>という行為者と， 被代表者>という行為者，

しかも複数の行為者間の関係性であることがあげ

られる。この２項のうちの一方が，とりわけ後者

が行為者以外の存在（物や理念）である場合，代

表の概念のより簡潔な表象が可能となる。ピトキ
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ンが考察しているのは，精神や伝統，原理などを

代表して，政治家が行為するような場合であり，

我々はそこに「代表という活動行為（activity of
 

representing）」を読み取ることができる。こう

した代表行為は，ある種の制約を受けながらも，

自由で創造的な行為の余地を充分に残されている

ものと理解できる 。こうした発想を基にして，

代表者が依頼人という行為者を代表する場合につ

いて，ピトキンは次のような見解を提示する。

代表という活動行為の本質は，代表される者の

利害関心（interest）を――その代表される者は，

自らの名の下になされたことに反対しないとい

う仕方で，行為や判断を行なうことができる人

である，と理解されている限りで――促進する

という行為に存するように思われる。代表者が

することは，彼の依頼人の利害関心と矛盾して

はならないのだが，代表者がそれをなす方法は，

依頼者の願望（wishes）に応答的（respon-

sive）でなければならない。依頼者の願望に対し

て実際に，そして文字通りに応答する仕方で，

代表者が行為する必要はないのだが，その行為

のなかに依頼者の願望が潜在的に現されていな

ければならないし，その願望は潜在的に意義を

持つものでなければならない 。

この定義の応答性という要素が，アカウンタビ

リティと関連すると理解できる。代表者は，自分

が実現せんとして理解している被代表者の利害関

心と，被代表者が願望としてもっているそれとの

あいだに不一致があるように思われるとき，被代

表者に対してその理由を提示しなければならない，

とピトキンは考えている 。

これはかなり明確な見解であるが，問題をはら

むものである。なぜなら，この定義は結局，「利

害（関心）」の概念という，それ自体極めて論争

的な概念を呼び込んでいるからである。とりわけ，

ピトキンが「人が望むもの（wishes）というの

は，普通，その人にとって利益となること

（what is good for him）と一致する，と我々は想

定している」という，功利主義的な前提を明ら

かにしている点で，批判は免れない。我々はここ

に，ロールズが功利主義に対して提示した批判と

同様の問題を見出すことができる 。つまり，ピ

トキンの定義は「被代表者の利害関心」という概

念を表象することで，本来，代表の理論が何らか

の仕方で反映するべき要素である 被代表者の複

数性>を，そこから消去してしまう危険性がある

のである。我々が問題としているのが 政治的代

表>であるかぎり，こうした複数性を，何らかの

一般的な利害関心の概念によって隠避してしまう

わけにはいかない。

ピトキン自身は，自らが提示する代表の定義は，

政治的代表を理解するうえでの基本的な枠組であ

り，利害関心の概念をはじめとするさまざまな政

治の諸要素の理解の相違にしたがって，代表概念

はさまざまなヴァリエーションを生むと考えてい

る。ピトキンはE.バークの理論や，リベラリズ

ムの理論（主として『フェデラリスト』とベンサ

ムをはじめとする功利主義者の見解）に解釈を加

えているが，ここでその詳細には入らない。ただ，

利害関心とアカウンタビリティの概念に関係する

限りで，若干のことに触れておきたい。「実質的

代表（virtual representation）」という考えを含

むバークの代表理論には，アカウンタビリティの

要素はほとんどないように思えるかもしれない 。

たしかに有名な「国民代表」の概念は，ピトキン

の定義をそれに当てはめるならば「国家的な利害

関心（national interest）」という，被代表者の

複数性を抑圧するような概念を容易に生み出して

しまう。だが，バークが自然権のような抽象的原

理から演繹される政治を批判していたという事実

がある。彼は単一の利害関心ではなく，「商業の

利害関心」「農業の利害関心」「専門職業の利害関

心」「アイルランドのカトリックの利害関心」と

いった，一般的であるが，より具体的な利害関心

が代表されるべきだと考えていた。そして彼は，

特定の地域の深刻な利害（ピトキンはそれを実質

的な「苦情（grievance）」として理解する）を政

治家は聞き入れるべきだと主張するほど，経験主

義者であった 。

他方，リベラリズムの代表理論を論じる際にピ

トキンが注目する論点は，「利害関心」の個人主

義的解釈である 。各個人がそれぞれの利害関心

の最終的な判断者である，というリベラルに広く

支持されている立場は，もし主観主義的な仕方で

解釈されるなら，代表という行為を不可能にして

しまう。なぜなら，その場合，誰か他人が本人の
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利害関心を判断することは不可能となるからであ

る。ここまで強い主観主義をとらずとも，個人主

義的な解釈は代表行為を困難にする。経済学等で

論じられるprincipal-agent problemの理論によ

れば，依頼人（principals）の利害関心が多様化

すればするほど，代理人（agent）の裁量権が増

加する傾向がある 。これを政治的アカウンタビ

リティに当てはめるなら，こうなるであろう。つ

まり，もし国民の利害関心があまりにも多様でバ

ラバラの状態であるなら，政府はアカウンタビリ

ティの規制を実質的に受けることなく，広範な自

由裁量を享受することになる。

したがって，最終章で政治的代表を扱う際，ピ

トキンは「公衆（the public）」や「公論（public
 

opinion）」の概念や，被代表者の願望に対応する

機構的な取り決め，そうした願望に反する行為に

関する公共的な理由の提示の必要性などを論じる

こととなった 。こうした問題を考えるうえで，

ピトキンは論じていないが，デューイの「公衆」

概念が役に立つと思われる。デューイは公衆を以

下のように定義している。

ある行為が生み出す影響が，主としてその行為

に直接従事している人々に限定されている，も

しくは限定されると思われているとき，その社

会内行為（transaction）は私的行為である。

……だが，その影響が……それに直接関係する

人々を超えて拡がることがわかれば……この行

為は公共的な資格を獲得する。……公と私を分

かつ線は，禁止か奨励かのいずれであれ，コン

トロールが必要だとされるほどの重要性をもつ

ような，行為の結果が生む影響の大きさと拡が

りに基づいて引かれるべきである。ある社会内

行為が生み出す間接的な結果によって，その影

響に体系的な配慮をすることが必要だと思われ

るほどの程度にまで影響を受けている人々のす

べてから，公衆は成立しているのだ 。

この「公衆」論の特徴は，公共性や公衆を実体

化せず，現実に多様な仕方で存在する深刻な問題

を手がかりに相関的に公衆を捉えている点にある。

こうした公衆の形成は，デモクラシーの問題であ

るが，本稿との関連からすれば，それは「アカウ

ンタビリティのメカニズム」と関係する。つまり，

実質的なアカウンタビリティ>という概念を考

察する上で，公衆や公共性に関する考察が不可欠

となる。

3. 代表」の理論Ⅱ：バーチのピトキン

批判

A.H.バーチの『代表』という著作は，方法論

の点で明示的にピトキンを批判している 。ピト

キンの問題は，「代表」という単一の概念がある

ことを前提にし，そのうえでその複雑性を多彩な

仕方で明確化しようとしている点にある。「代表」

に関する多様な解釈の存在は，１つの正しい概念

に整理できるものではない，とバーチは考える。

彼の主張によれば，我々はウィトゲンシュタイン

に倣って，「代表」に関する観念の家族を探究す

べきなのである。つまり，日常的言語のなかに現

れる「主要な用法」のいくつかを注意深く分析す

ることが重要だとされた。換言すれば，我々の生，

とりわけ政治的な生のなかに発見できる，「代表」

をめぐる言語ゲームの記述をすべきなのである。

複数ある言語ゲームを単一のゲームとみなしたり，

異なった言語ゲームの使用法を取り違えたりする

とき（カテゴリー錯誤），我々の政治の理解と実

践に問題が生じるであろう。

代表」という観念一般に関して，バーチは⑴

「委任的代表」⑵「縮図的代表」⑶「象徴的代表」

という三種の構想を特定し，それぞれを(1’)「本

人に代わって行動する代理人ないし代弁者を意味

する」(2’)「ある人がある部類に属する人々の性

質をいくつか共有していることをさす」(3’)「あ

る人がある部類に属する人々の一体性ないし資質

を象徴していることをさす」とした。「政治的代

表」を，このいずれかに還元することはできない。

「政治的代表」を理解する際，我々はこうした構

想をその文脈においてさまざまに使いわける。さ

らにバーチは，イギリスをはじめとするさまざま

な国の政治史のなかで，その固有の文脈のなかで

種々の代表観念が生み出されてきたことを示し，

その類型化を試みながら，さらにより一般的な類

型として，「利益の代表」と「意見の代表」とい

うカテゴリーを示し，その各カテゴリー内でのヴ

ァリエーションも提示している。
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ここでバーチの議論の詳細に入る必要はないで

あろう。彼の主張は，我々が何らかの仕方で代表

されているのかどうか，ということを分析したい

なら，それは多様で多彩な仕方で理解されるであ

ろう，ということである。その趣旨を理解する上

で，彼が提示している事例をみるのが最も容易な

ので，ここに引用しておこう。

労働党支持で生体解剖と妊娠中絶法について強

硬な意見を持っている一人のイギリス人教師を

考えてみよう。選挙人としては，彼の選挙区の

議員が労働党に属しているか否かにかかわりな

く，彼は選挙区の議員によって代表されている。

党員としては，労働党指導者とおそらくすべて

の労働党議員を別の意味で自分の代表者とみな

すであろう。特定の意見の持主としては，生体

解剖反対協会，中絶法改革協会，そしてこれら

の集団の代弁人として行動する政治家（どの党

に属していてもよい）によって代表されている

と感じているであろう。教師としては，全国教

員組合に代表されている利益を持っている。組

合は，文部省，地方の教育当局と不断に交渉し

協議するであろう。おそらく，いずれかの政党

に次の選挙綱領のなかに全国教員組合の政策を

入れるよう説得しようとするであろう。議会で

教育問題についていつも発言している多くの議

員に資金を提供しているのは確実であろう 。

この人物は４つないし５つの仕方で政治的に代

表されているといえるのであり，これらの各々の

関係性を１つにまとめて「真の代表の性質」とい

う概念をつくりあげることはできない。

バーチの政治的代表論の特徴は，別の言い方を

すれば，政治のもつ様々な機能に応じて，代表を

理解していこうとする姿勢に表れている。政治的

代表が持つ一般的機能に関して，彼は３つのもの

をあげている。

１．大衆による統制（Popular control）。政府に対

するある程度の大衆的統制を行なう。

２．指導力（Leadership）。政策決定における指導

力と責任を果たす。

３．体制の維持（System maintenance）。市民の

支持を得ることによって，政治体制の維持と円

滑な運営に寄与する。

そしてそれぞれに対応した特殊的機能を以下の

ように特定している。

１．⒜反応のよさ（Responsiveness）。政策決定者

が公衆の利益と意見に対して反応するよう

にする。

⒝アカウンタビリティ（Accountability）。政

治的指導者に彼らの行為に対して公的に責

任を取らせる方法を保障する。

⒞平和的な変革（Peaceful change）。暴力を

用いずに一組の指導者を他の一組と置き換

える機構を与える。

２．⒜指導力（Leadership）。政治的指導者の登用

と彼らに対する支持の動員を行なう。

⒝責任（Responsibility）。政治指導者が直接

的な圧力に反応するだけでなく，長期の国

家的利益を追求するようにする。

３．⒜正統化（Legitimation）。政府に特定の正統

性を付与する。

⒝同意（Consent）。政府が個々の政策に対す

る同意を動員するための意志疎通の回路と

なる。

⒞圧力の緩和（Relief of pressure）。不満を抱

いた市民が鬱積を晴らし，革命家になりう

る人々を立憲的な活動形態に参加させるこ

とによって武装解除するための安全弁とな

る 。

さて，以上のことから次のことがわかる。 望

ましき代表制統治>とはどのようなものであるか，

という問いを探究する場合，我々は上記のさまざ

まな機能に注目することになる。これらすべてを

統治体が満たしている必要はない。それは程度の

問題である。我々はよりましな政府とそうでない

政府を比較する手がかりを得られればよい。問題

は，アカウンタビリティが，この数多ある機能の

１つにすぎない，ということである。もしアカウ

ンタビリティを狭い，厳密な意味で定義するなら，

アカウンタビリティ研究によって我々は代表的統

治を評価する上でごくわずかな要素にのみ，着目

することになる。一方，もしアカウンタビリティ

をもっと広く理解するなら， アカウンタビリテ
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ィのある統治>という概念は 責任ある統治>と

いう概念と事実上区別できなくなり，我々は結局，

さまざまな機能（それはバーチが同定したものに

限られる必要はない）を総体として分析せざるを

えなくなるであろう。例えば，統治者が被治者と

似ているかどうか，といった「縮図的代表」が実

現されているか否か，という問いも，アカウンタ

ビリティの問題と理解することができる。この場

合，アカウンタビリティという概念をわざわざ使

用する意味は，ほとんどなくなってしまうであろ

う。

4. 責任ある統治

責任ある統治」という観念に注目したとき，

アカウンタビリティについて何がわかるであろう

か。バーチは他の著作において，この観念を３つ

の類型に分けている。「第一に，『責任ある』とい

う用語は，その行政部門が公衆の要求（public
 

demands）と公論の動きに応答的（responsive）

な統治のシステムを記述するものとして，一般に

使用されている」。つまり国民（公衆）の利益と

意見に応答的な統治である。「第二に，この用語

は，義務と道徳的責任性の概念を引き合いに出す

という，これとはまったく異なった仕方で使用さ

れている」。バーチがこれによって問題としてい

るのは，統治（者）の活動行為そのものの質であ

り，「無責任な統治」という観念は，愚かな統治

や「一貫性のない統治」に向けられることがある，

という事実を指している。そして「『責任性』と

いう用語には第三の用法がある。それは他の国と

比べるなら，イギリスにおいてより一般的な用法

である。つまり，その用法によれば，この用語は

大臣，もしくは政府の全体が，選挙された人々の

集合体に対して持つアカウンタビリティを意味す

る」。

ここから明らかなように，「責任ある統治」と

いう概念の使用例の中で，アカウンタビリティと

いう概念は重要な役割を果たしているが，それは

必ずしも政治家と選挙民という代表関係にのみ関

係するわけではない。たしかに，代表的統治とい

う文脈においてアカウンタビリティ概念を理解す

ることは重要であるが，アカウンタビリティ概念

を基点としてさまざまな統治の様式をみるとき，

その役割は代表という機能以外にもさまざまに求

めることができる。アカウンタビリティという慣

行の歴史的な変遷をモデル化した，図１を見てい

ただきたい 。古代ギリシアのポリスから封建制

的統治を経て，現代の統治機構に至るモデルを見

てわかることは，アカウンタビリティの回路は複

数化し，複雑化していることである。ここからい

くつかのことがわかる。第１に，アカウンタビリ

ティの問題は，伝統的には権力分立をはじめとす

る権力の抑制・均衡の問題と関わっているという

ことである。したがって， アカウンタビリティ

のある統治>とは，何らかの権力抑制機構が実効

的に働いている統治である，と理解することがで

きる。当然，こうした機構にはさまざまな類型が

あり，何らかの特定の政体をもって，ただちに

アカウンタビリティのある統治>とはいえな

い 。理論上，民主的でない政体であっても，こ

うした機構が存在するならば，それを評価的な意

味で アカウンタビリティのある統治>と呼ぶこ

とはできる。しかしながらプシェヴォスキらは，

この点に関して興味深いことを述べている。つま

り，統治権力を概念化する方法に関して，我々は

モンテスキュー以来あまり大きな進歩を遂げてい

ないのであり，特に官僚制のもつ権力を体系的に

記述する概念を欠いているというのである 。あ

るいは J. ダンは，公共的な権力を行使する者を

制御する機構として，現在の立憲的デモクラシー

の機構は極めて不充分なものである，と主張して

いる 。

ここで，第２の論点が浮上する。先の図の中で，

頻繁に登場する言葉に，「監査（audit）」という

概念がある。これは，立憲的な権力抑制機構より

もミクロな権力抑制の機構を表象している。そし

て，現代社会においてアカウンタビリティが論じ

られる際，この監査の概念がセットになっている

場合が多い。これは元々，会計という慣行から洗

練されてきた概念であるが，現代社会においては

「監査の爆発的増加（audit explosion）」と呼ぶ

ことのできるような現象が生まれており，「監査

社会（audit society）」という概念さえ生まれて

いる 。O.オニールはこうした状況を踏まえて，

アカウンタビリティの問題性を次のように訴えて
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いる。我々の社会における公共的ならびに専門的

なセクターのさまざまな局面においてアカウンタ

ビリティと情報公開が求められている結果，公的

な職務や専門的な職務は，アカウンタビリティを

果たす義務にエネルギーを過度に費やしてしまい，

その本来の職務の遂行が妨げられている。さらに，

こうした慣行は，公的・専門的職務に対する一般

の信頼を高めるよりも，むしろ低めているという

結果を生み出している。そして，形式化されたア

カウンタビリティの慣行は，公衆に対してよりも，

中央政府に対して責任を負うシステムを構築し，

結果として中央統制の強化を促している。新たな

アカウンタビリティの文化は，恣意的で非専門的

な選択を促す効果がある 。

ここで問題となっている点は，理論的には，

我々がすでにピトキンの議論のなかに見だした

「代表」概念の二重性とパラレルなものである。

つまり，アカウンタビリティの追求は行為者の自

図１
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由と制御という，２つの相反する目的を実現させ

ようという試みであり，それは，制度的な形式化

を洗練しても，その実質的な内容の実現を保証で

きない。オニールの言葉を借りれば，アカウンタ

ビリティの要求が本来目指しているのは「有能な

行為（good performance）」の実現なのだが，そ

れは「行為」であるがゆえに，理論的にその実現

保証を先取りするのが困難なのである。オニール

の提案は「知的なアカウンタビリティ（intelli-

gent accountability）」の構築というものであ

る 。それは簡単にいえば，単なる形式的な説明

の様式を量的に増やすのではなく，有能な行為の

実現という目的に合わせて，アカウンタビリティ

の慣行を，専門的な知識と判断力をもち，充分な

時間をかけて監査をすることができる人々に対す

る真正なる（つまり虚偽を含まない）報告の慣行

にすることである。もちろんこれに対して批判す

ることはできる。公的もしくは専門的集団の行為

の信頼性を監査する，こうした専門的な集団その

ものの信頼は，どのようにして保証することがで

きるのか 。この問いは，理論的には，監査のた

めの監査を積み重ねる，無限遡及に陥るが，それ

は馬鹿げた想定であろう。結局，これは社会にお

ける信頼の構築というソーシャル・キャピタルの

問題になる。

監査」という概念に注目する上で思い出すべ

きことは，アカウンタビリティは企業行為の統治

の文脈で発達してきた概念であったということで

あろう。そして，現代のデモクラシー論では，し

ばしば多国籍企業のようなアクターのアカウンタ

ビリティも問題化されている 。したがって（民

主的）アカウンタビリティ論の射程は，政治家や

官僚といったいわゆる公的職務だけでなく，非政

府的なアクターにも及ぶ。ここでは，先にあげた

デューイの公衆論が，再び役に立つ可能性がある

ことを指摘しておきたい。

5. 批判的な政治的アカウンタビリティの

メカニズム>構築のために

政治的なアカウンタビリティとは，政治的な行

為者に責任を負わせるメカニズムだと理解できる。

そうしたメカニズムは，政治的な行為者に「有能

な行為」をさせるためにあるのだが，それは行為

者に自由を認めることで能力を発揮させることを

目指すと同時に，行為者の行為が「政治的行為

者」に相応しいものから逸脱しないように制限を

課すものである。狭義のアカウンタビリティは，

行為者が誰に，どのような説明をするのかが問題

となる。この「誰」に関しては，現在，政治権力

が行使される領域が国家に限られないとされるが

ゆえに，「国民」に限定するわけにはいかない。

ローカルなレヴェルからグローバルなレヴェルに

いたるさまざまな市民社会のメンバーが，さまざ

まな仕方で政治権力の主体と客体になっている状

況を考えると，既に見てきたように，「公衆」の

概念が適切なものと思われる。

公衆」とはすでに何らかのかたちで存在する

実体ではなく，何らかの「公共性」をおびると考

えられる具体的な行為の存在と認知に相関して立

ち会われる。つまり，我々が自らを何らかの「公

衆」の一部と認識するためには，コミュニケーシ

ョンに媒介された知識と情緒が必要となる。デュ

ーイによれば，

連合的もしくは結合的な活動行為は，共同体

（community）をつくる条件である。しかしなが

ら，連合関係（association）それ自体は物理的

かつ有機的なものであるのに対し，共同体的な

生は道徳的なものであり，したがって情緒的で，

知的で，意識的な仕方で維持される。……集計

された集合的行為（aggregated collective
 

action）の量がいくらあったとしても，それだ

けでは共同体は構成されない。観察し思考する

存在，またその観念が刺激によって緩和されて

感情（sentiments）や利害関心（interests）と

なっている存在にとって「我々（we）」は「わた

し（I）」と同じくらい必然的なものである。し

かし，ちょうど「わたし」や「わたしのもの」

［といった意識］が，相互行為において特定化さ

れた役割を意識的に主張したり，要求したりし

てはじめて，はっきりと表れてくるように，

「我々」や「我々の」［といった意識］は結合さ

れた行為の諸結果が認知され，欲求と努力の対

象となってはじめて存在する。人間の連合関係

は起源においていちじるしく有機的なものであ

り，作用において非常に強固なものでありうる
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のだが，それらが人間的な意味における社会へ

と発展するのは，それらの諸結果が知られ，評

価され，追求される場合だけである。ある人々

が主張しているように，「社会」もまた一種の有

機体であるとしても，そのことが理由となって

社会が社会となるわけではない。相互作用や社

会内行為は事実として生じており，相互依存の

諸結果がそれに伴う。だが，活動行為への参加

と結果の分担はまた別の問題である。それらは

必須要件としてコミュニケーションを必要とす

る 。

このように「誰」に説明するのか，という対象

の特定はコミュニケーションを通じた「公共性」

の認知に依存するといえる。

では，「どのような説明をするのか」に関して，

何がいえるであろうか。ゴイスによれば，「公衆」

の存在は，第１に，ある行為が生み出す可能性が

ある影響力に関する，社会的な認識のレヴェルに

依存する。つまり何らかの影響力をもつ重大な行

為がある，ということを認知させる社会的知識が

必要となる。第２に，何がそうした行為の「結

果」だと認められるのかどうかが，問題とされる。

つまり，複雑な因果関係をもつ社会現象のなかで，

当該の行為が生み出すとされる諸結果とその行為

自身との因果関係が特定されなければならない。

第３に，そうした結果に何らかの「コントロー

ル」をするべきか否かに関する，当該の人々の価

値判断に，「公衆」の存在は依存する。つまり，

何らかの「共通善」ないし「公共善」の認知が必

要となる。第４に，誰がこの問題となっている行

為に「直接従事している」のかに関する決定に，

「公衆」の存在は依存する 。

したがってアカウンタビリティが適切になされ

るには，社会現象に関する知識，社会的因果関係

に関する知識，公共善（公的行為の結果に対する

判断の基準）の発見・創出，責任主体の特定など

が必要となる。こうした要素があってこそ，単な

る形式的なアカウンタビリティではなく，「知的

なアカウンタビリティ」をより民主的な仕方で実

現できる可能性が開ける。そして，こうした公衆

を形成しようとする現代の政治的構想の１つとし

て，熟議デモクラシー（deliberative democ-

racy）をあげることができよう。ここで熟議デ

モクラシーに関して議論を展開する余裕はない。

ここまでの議論と関連する論点をいくつか同定し

て，今後の展望を示しておくことにとどめておき

たい。

ここで熟議デモクラシーに注目する理由は充分

ある。ピトキンの代表理論において問題となった

のは，「利害関心」の概念であった。ピトキンの

考えるリベラリズムの「利害関心」観は，個人の

選好をその中心におくものであり，その集計を政

治的な利害関心とみなすものであった。これはア

カウンタビリティを考えるうえで極めて不充分な

ものとされていた。一方，上記のデューイからの

引用において，集合的な行為が単に集計されるだ

けでは，公衆は生まれないことが主張されていた。

こうした考えは，政治的構想としての熟議デモク

ラシーのライヴァルである，「集計的デモクラシ

ー（aggregative democracy）」を構成するもの

と考えることができる。したがって後者を乗り越

えんとする前者の試みは，より実質的なアカウン

タビリティを追究する試みと考えることができる。

ここでは，そうした試みの１つとして，ガットマ

ンとトンプソンの議論に触れておきたい 。

ガットマンとトンプソンは，現行の代議制デモ

クラシーに完全に取って替わるものとして熟議デ

モクラシーを構想しているわけではない。前者の

もつ公的決定の制度としての利点をみとめながら，

それを補完するものとして後者を提示している。

したがって熟議の政治は，国家政府レヴェルと市

民社会レヴェルの両方で追求されるべきだと主張

する。そして熟議デモクラシーの適用範囲に関し

ても，国内政治に限らず，グローバルなレヴェル

にまで拡張されるべきだと考えている。熟議デモ

クラシーの特徴に関して，簡潔にまとめた箇所を

引用しよう。

自由で平等な市民（とその代表者）が，［その政

治的な］決定の正当化を，現在においてはすべ

ての市民を拘束するのだが，未来に向けては市

民からの挑戦をうける可能性のある結論に到達

するという目標をもって，相互に受容可能で，

一般的なアクセスが可能な理由を互いに提示し

あうというプロセスにおいてなすような統治の

形態を，熟議デモクラシーと定義することがで

きる 。
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ここには４つの要素が含まれている。①正当

化：政治的決定を正当化するための理由（rea-

son）を提示すること。そうした理由は自由で平

等な身分をもつ市民が熟議の結果，道理にかなっ

た拒否権を提起できないものとなることが目指さ

れる。②公開性：そうした理由が提示されるプロ

セスに，関係するすべての市民がアクセス可能で

あること。熟議は，公的な空間において，公的な

内容に関することがらをめぐってなされる。③拘

束性：熟議の結果は，関連する市民を一定期間，

政治的もしくは道徳的に義務付ける。④ダイナミ

ズム：熟議のプロセスは常に開かれているべきで

あり，その決定には常に暫定性が留保されている。

ガットマンとトンプソンによれば，こうした特徴

は「自由で平等な人格」という熟議デモクラシー

が擁護する実質的な価値に基づいており，「公正

な協同の条件を求める自由で平等な複数の人格が

受け入れることが可能な理由を提示する」という

その基本的な目的に適うものなのである 。

こうした特徴は，実質的なアカウンタビリティ，

もしくは 批判的な政治的アカウンタビリティ>

のメカニズムを構築するうえで，極めて重要な検

討要素となる。もちろん我々は，熟議デモクラシ

ーに対して向けられている種々の批判，例えば熟

議という行為そのものが含意する排他性の問題

や，民主的政治には熟議に長けた者だけでなくマ

イノリティの実質的代弁者も必要だという指摘

などを，考慮に入れなければならない。しかしな

がら，さまざまな制度化の試み もなされつつあ

る熟議デモクラシー論の展開は， 責任ある統治>

の現代版の実現に不可欠といえる，批判的な政治

的アカウンタビリティの探究において適切な出発

点の１つであることはたしかである。

つまり，熟議デモクラシーが機能するならば，

形式的ではない，実質的な代表制統治が実現する

ことが期待されている。その場合重要なのは，被

代表者の利害関心と願望が，その複数性が媒介さ

れつつ，公共的な理由（public reason）を政治

的に――つまり拘束力をもちつつ暫定的に――形

成することで，代表者の行為結果に対する評価が

明確になることである。熟議を通じてばらばらの

諸個人が，ある特定の公共的問題に相関して公衆

を客観的かつ主観的に形成することになる。こう

した公衆に対して，アカウンタビリティが向けら

れる。もちろん，こうしたメカニズムを，先に述

べた熟議デモクラシーへの批判に応答する仕方で

現実化するには，さまざまな考察が必要であろう。

そして最後に，次のことを述べておきたい。批判

的な政治的アカウンタビリティを構築するうえで，

熟議という要素のみに着目するのでは不充分であ

る。このメカニズムを実質化するには，結果責任

に対するサンクションのメカニズムがなければな

らない。この点に関して熟議デモクラシーが，選

挙を中心とする通常の代議制統治に対する補完的

な存在であることを強調したい。選挙を通じた政

権交代のメカニズムの問題が，政治的アカウンタ

ビリティ論の中心的な関心であることに，変わり

はない。とはいえ，サンクションの問題がこの問

題に尽くされるわけでないことも，たしかなので

ある。
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